
広報　常陸大宮　　　　平成１９年５月号６
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行
政
相
談
委
員
の
野
上
義
明
さ
ん（
東
野
）

と
檜
山
一
郎
さ
ん
（
野
口
）
が
、
総
務
大
臣

表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

野
上
さ
ん
は
平
成
９
年
か
ら　

年
間
（
５

１０

期
）、
檜
山
さ
ん
は
平
成　

年
か
ら
６
年
間

１３

（
３
期
）と
長
年
に
わ
た
り
行
政
相
談
員
と
し

て
つ
と
め
、
行
政
へ
の
苦
情
や
要
望
、
問
題

解
決
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
退
職

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
功
績
が
評
価
さ

れ
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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一
般
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
新
農
業
委
員

に
よ
る
総
会
が
、
４
月
６
日
に
市
役
所
会
議

室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
、
新
会
長
に
木
村
與
四
郎
さ

ん
、
会
長
職
務
代
理
者
に
益
子
忠
一
さ
ん
が

決
定
し
ま
し
た
。
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大
越
望
さ
ん
（
門
井
）
が
、
い
ち
ご
の
品

種
改
良
で
農
林
水
産
大
臣
か
ら
認
定
を
受
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

大
越
さ
ん
は
、　

年
を
か
け
て
品
種
改
良

２０

を
行
い
、
６
年
前
に
現
在
の
品
種
「
京
虹

（
き
ょ
う
こ
う
）」
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

京
虹
は
、
と
ち
お
と
め
よ
り
一
回
り
大
き

く
、
熟
し
過
ぎ
て
も
色
が
黒
く
な
ら
な
い
の

が
特
徴
。

　

無
農
薬
の
た
め
病
気
や
室
温
な
ど
気
に
か

け
る
こ
と
が
多
い
が
、
理
想
の
い
ち
ご
が
で

き
た
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
１
日
付
け
で
、
常
陸
大
宮
市
国
保
美

和
診
療
所
に
薄
井 
尊  
信 
先
生
が
着
任
さ
れ
ま

た
か 
の
ぶ

し
た
。

　

薄
井
先
生
は
、
平
成　

年
に
自
治
医
科
大

１１

学
を
卒
業
し
、
北
茨
城
市
立
総
合
病
院
内

科
、
笠
間
市
立
病
院
内
科
を
経
て
、
今
回
の

着
任
に
い
た
り
ま
し
た
。

　

明
る
い
診
療
所
を
目
指
し
て
が
ん
ば
り
た

い
と
今
後
の
抱
負
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
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４
月　

日
か
ら　

日
ま
で
の　

日
間
、
春

２１

３０

１０

の
地
域
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
大
宮
警
察
署
を
は
じ
め
大
宮
地

区
防
犯
サ
ポ
ー
タ
ー
な
ど
関
係
団
体
の
協
力

の
も
と
、
ジ
ャ
ス
コ
常
陸
大
宮
店
店
舗
前
で

啓
発
物
の
配
布

や
防
犯
の
呼
び

か
け
な
ど
を
展

開
し
、
買
い
物

に
来
た
方
を
中

心
に
地
域
安
全

を
呼
び
か
け
て

い
ま
し
た
。

おおおおおおおおおおおお
めめめめめめめめめめめめ
でででででででででででで
とととととととととととと
うううううううううううう
ごごごごごごごごごごごご
ざざざざざざざざざざざざ
いいいいいいいいいいいい
まままままままままままま
すすすすすすすすすすすす

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す檜山さん（左）　野上さん（右）

会長　木村　與四郎さん
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会長職務代理者
益子　忠一さん

　本庁及び総合支所では、毎週木曜日午
後７時まで市民課等の窓口業務の一部を
時間延長しています。
　なお、受け付けができるのは、一部の
業務に限られますので、担当課へご確認
のうえご来庁ください。

（本庁総務課）

市民課　住民基本台帳に関する証明、戸籍に関する
証明、印鑑登録に関する証明（住民異動及

び戸籍届出を除く）

税務課　所得証明係、固定資産関係、納税証明関係

会計課　金銭の受理

延
長
す
る
窓
口
業
務
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【市立小・中学校の入学者数】

平成１９年４月１１日現在
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　消費生活製品安全法が平成１８年１２月に改正され、平成１９年５月１４日から施行されま
した。今回の改正で、製品事故情報の報告・公表制度ができました。
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死亡・重傷・火災などの重
大な製品事故が発生した場
合、メーカーや輸入業者は
国への事故報告が義務付け
られました。

国は、事故情報を収集・分
析し、その結果を広く国民
に公表して、第二の重大事
故を防止します。

国は、メーカーや輸入業者
に安全でない製品の製造や
輸入を禁止したり、回収す
るよう命令します。
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≪問い合わせ先≫
茨城県消費生活センター � ０２９－２２４－４７２２
常陸大宮市消費生活センター（本庁商工観光課内）
 � ５２－２１８５（直通）
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